
業務に関する資料 

  １．名称   株式会社 東三河食肉流通センター 

  ２．目的    肉畜生産が盛んな東三河地区に、と畜解体処理施設・食肉加工施設・ 

          冷蔵保管施設・卸売市場施設の諸機能を有する総合的な食肉流通施設 

          を設置し、食肉流通の拠点を担う。 

  ３．所在地  愛知県豊橋市明海町１６番地の１ 

  ４．資本の額   ２，７１９，２９３千円 

  ５．主な事業実施状況 

     〔令和 4 年度 （実績）〕 

      頭数実績 

         ａ）と畜部門 

                      牛     ７，７６８頭 

                      豚   ２０５，２９３頭 

         ｂ）市場部門 

                      牛      ５，８９６頭 

                      豚   １９８，７３５頭 

         ｃ）加工部門 

                      牛     ２，０６８．０頭 

                      豚   １１３，４８２．０頭 

  



第 35 期(令和 4 年度） 
貸 借 対 照 表 

令和 5 年３月 31 日現在 

（単位：円） 

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

【流動資産】 91,615,684 【流動負債】 50,962,630

現金 43,561 営業未払金 30,421,626

普通預金 9,684,743 未払金 10,712,091

定期預金 50,000,000 未払法人税等 4,194,200

営業未収金 30,855,957 未払消費税 421,000

未収金 1,031,423 賞与引当金 5,213,713

仮払金 0

仮払消費税 0

【固定負債】 40,204,700

【固定資産】 2,851,958,518 預かり保証金 1,000,000

【有形固定資産】 1,516,430,066 退職給付引当金 39,204,700

建物 56,532,056 負債合計 91,167,330

建物付属設備 17,248,985

構築物 9,199,129

機械装置 171,306,398 【株主資本】 2,852,406,872

車両運搬具 5

工具器具備品 3,830,377 【資本金】 2,719,293,200

土地 1,258,313,116

【利益剰余金】 151,863,672

【無形固定資産】 145,600

電話加入権 145,600 その他利益剰余金 151,863,672

　  繰越利益剰余金 151,863,672

【投資その他資産】 1,335,382,852

　  長期性預金 1,320,000,000 【自己株式】 △ 18,750,000

　  繰延税金資産 15,382,852

　 純資産合計 2,852,406,872

資産合計 2,943,574,202 負債・純資産合計 2,943,574,202

純資産の部

資産の部 負債の部



第 35 期（令和 4 年度） 

損益計算書 

(自令和 4 年 4 月 1 日 至令和 5 年 3 月 31 日) 
(単位：円) 

 

 

科　　　　　　　　目

売 上 高 　 735,373,197

売 上 原 価  611,216,154

売 上 総 利 益 124,157,043

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  128,100,798

営 業 損 失 　 3,943,755

営 業 外 収 益

受 取 利 息 28,073

賃 貸 料 10,472,371 　

雑 収 入 5,511,603 16,012,047

営 業 外 費 用

雑 損 失 1,855,860 1,855,860

経 常 利 益 10,212,432

特 別 利 益

受 取 補 助 金 5,321,189 5,321,189

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 4 4

税 引 前 当 期 純 利 益 15,533,617

法人税、住民税及び事業税 4,549,097 　

法 人 税 等 調 整 額 1,187,465 5,736,562

当 期 純 利 益 9,797,055

金　　　　　　　　額



 

１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 法人税法の規定による定額法

②無形固定資産 法人税法の規定による定額法

（２）引当金の計上基準

①退職給付引当金

従業員の退職に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により

計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しております。

（３）収益および費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」いう。）等を

適用し，約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で，当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識しております。

（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益 認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し，約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で，当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる影響はありません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首より新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期

首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の影

響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計期間基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める

新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これに伴う当事業年度の計算書類に与える影

響はありません。

４．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって 、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

繰延税金資産 16,531,015 円
５．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の３月末日における減価償却累計額

1,072,095,356 円
（２）国庫補助金等により取得価額から直接減額している圧縮記帳累計額

建物 1,816,913,780 円
建物付属設備 6,984,674 円
構築物 1,026,566,681 円
機械装置 1,099,647,045 円
工具器具備品 2,848,982 円


